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●消防団ってなに？

　消防団は、「自分たちのまちは自分たちで守る」という精神に基づき、地域

の安全・安心を守るため、市町村の消防機関の一つとして活躍しています。歴

史は古く、江戸時代の町火消がその前身であるといわれています。

　地域住民で組織されている消防団は、地域に密着し、動員力や即時対応力

に優れており、これらの特性を生かし

て、火災発生時だけでなく、台風や豪

雨などの風水害、さらには大規模地震

といったさまざまな災害に対し、地域

住民の生命や財産を守るために活動し

ています。

●消防団員とは？

　消防団員は、消防署の職員のように

消防業務を本業としているわけではなく、ふだんはさまざまな職業に就いてい

ます。

　しかし、いざ災害が発生した時には、自

宅や職場などから現場へ出動し活動に当た

ることを任務とした、非常勤特別職の地方

公務員でもあり、全国で約８５万人、青梅

市では５５８人（令和２年１月現在）もの

消防団員が、仕事や育児をしながらも、地

域の安全・安心を守るため、世代を超えて

活躍しています。

●消防団の活動とは？

平常時の主な任務

▽消防・災害活動に対する教育・訓練

▽ 火災予防運動等における火災予防啓発・警戒活動

▽地域住民に対する防火指導・広報活動

▽地域行事における警戒活動

災害時の主な任務

▽火災発生時における消火活動

▽災害発生時における住民の救助・救

護活動および避難誘導

▽風水害発生時における情報収集およ

び警戒活動

●待遇は？

　年額による報酬（職務手当）や災害出動に対する出動手当、５年以上勤務し

た場合に支給される退職報償金のほか、消防団活動に必要な被服の貸与や、活

動中に負傷した場合の公務災害補償制度や４０歳以下の自営業者等を対象とし

た健康診断受診制度、消防団互助会による各種助成制度などがあります。また、

職務にあたって功労・功績があった場合の表彰制度があります。

●入団資格は？

　１８歳以上の市内に居住または勤務する健康な方な

ら、どなたでも入団できます。

　女性消防団員も募集しており、火災を未然に防ぐた

めの火災予防啓発活動などに従事しています。
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対象　市内を定置場とする原動機付自転車の所有者

※新規登録のほか、登録済み車両からのナンバープ

レート交換可

※ナンバーの指定不可

対象車種

▽第１種（白色・総排気量５０㏄以下）

▽第２種の乙（黄色・総排気量５０㏄超９０㏄以下）

▽第２種の甲（桃色・総排気量９０㏄超１２５㏄以下）

交付場所　市民税課（市役所１階）

交付手数料　無料

登録に必要なもの　下表参照

問い合わせ　市民税課庶務係

原動機付自転車ゆめうめちゃんナンバープレート無料交付

登録状況 持ち物

販売店から購入して新規登録 販売証明書（販売店で発行）、印鑑（所有者）

名義変更
（譲渡）

旧所有者のナンバーが廃
車手続き済みの場合

廃車済書（廃車時に市区町村で発行）、譲渡証
明書、印鑑（新所有者）

旧所有者のナンバーが廃
車手続きしていない場合

ナンバープレート、標識交付証明書、譲渡証
明書、印鑑（新・旧所有者）

青梅市で登録した従来のナンバープ
レートから交換

ナンバープレート、標識交付証明書、印鑑（所
有者）

※譲渡証明書は旧所有者印が押印してあるもの
※青梅市に住民登録がなく市内に原動機付自転車の定置場がある方は、住民登録が確

認できる書類と定置場が確認できる書類（アパートの賃貸借契約書など）も必要です。
※自動車損害賠償責任保険の変更手続きが必要となる場合があります。保険会社等へ

ご確認ください。

問い合わせ　防災課消防係

地域密着！身近な存在 「消防団」 ！～消防団員募集～

　地域のために日々頑張っている消防団員ですが、その活動は、それを支える家族や地域の方々の理解があって成り立っています。

　これからも、青梅市民の安全・安心を守る消防団に対し、ご理解とご協力をお願いします。

　また、各地域において消防団員の勧誘を行っています。ぜひご協力ください。

～公売財産の詳細～

売却区分　第Ｇ２８０１号

所 在　河辺町８－３－２０

地目　畑

地積　１６５㎡（公簿面積）

都 市計画　市街化区域　第１種中高層住居専用地域

指定建ぺい率　６０％

指定容積率　２００％　

第 ２種高度地区、準防火地区、日影規制（一）、

景観条例（一般地区）

見積価格　２，１６０万円

公売保証金　２１６万円

※ 対象物件の地目が農地のため、入札に参加する

には、事前に収納課で配布の申請用紙（市ホー

ムページからダウンロード可）を市農業委員会

へ提出し、買受適格証明書の発行を受けてくだ

さい。

保険・年金・税金暮らし・住まい・環境


